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Ⅰ 総論 

 １ 趣旨 

「第４期利府町次世代育成支援・第２期利府町女性活躍推進特定事業主行動計画」

は、次世代育成支援対策推進法（平成１５年７月１６日法律第１２０号。）第１９条に

基づく特定事業主行動計画及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平

成２７年法律第６４号。以下「女性活躍推進法」という。）第１９条に基づく特定事業

主行動計画を一体的に包括して策定します。 

本町では、平成１７年度から平成２１年度を前期計画、平成２２年度から平成２６

年度を後期計画とする「利府町次世代育成支援特定事業主行動計画」を策定し、職員

の仕事と子育ての両立支援などの取組みを推進してきました。 

また、平成２８年３月に「第１期利府町女性活躍推進特定事業主行動計画」を作成

し、利府町で働く女性職員の活躍をより推進するため、各種目標を設定し、女性職員

の活躍の推進に取り組んできました。職業生活と家庭生活の両立を図る取組の推進な

ど、両計画はその趣旨や内容に共通する部分が多く含まれていることから、本町にお

いては、これらを一体的に包括する「第４期利府町次世代育成支援・第２期利府町女

性活躍推進特定事業主行動計画」を策定することで、引き続き、「女性活躍推進」と

いう視点や、女性・男性に関わらず、仕事と子育ての両立の支援に取り組み、あわせ

て仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）が取れた働き方を実現するため、

職員各人が本行動計画の趣旨を理解し、互いに助け合いながら計画を実践するものと

します。 

  

 ２ 策定主体 

この計画は、利府町長、利府町議会議長、利府町教育委員会、利府町選挙管理委員

会、利府町代表監査委員及び利府町農業委員会（以下「各任命権者」という。）が連名

で策定します。 

 

 ３ 計画期間 

本計画の期間は、令和２年度から令和６年度までの５年間とします。なお、計画期

間中においても、毎年度において、取組状況等を把握・検証し、必要に応じて計画の

見直しを行います。 

 

４ 計画の推進体制 

（１）計画の策定、推進状況の把握、公表 

本計画は、全職員に周知するとともにホームページへの掲載等により公表します。

また、実施状況について、年１回、ホームページへの掲載等により公表します。 

 

（２）職員に対する情報提供 

本計画を効率的に推進するため、次世代育成支援対策に関する研修、講習を実施

します。また、本計画に定めた目標達成に向け、組織全体で取組むため、職員に対



し、次世代育成支援対策に関する情報及び妊娠から出産・育児に関わる各種制度を

まとめた「職員の出産・育児に関する手引き」を庁内ＷＥＢ等において積極的に情

報提供を行い、本計画の内容の周知を図ります。 

 

（３）職員からの相談への対応 

職員が子育てや家庭の事情で業務上の配慮を必要とする場合、その職員にとって

最初の相談窓口は職場の管理監督者であり、職員からの相談に適切に対応するため

には、職員からの早めの相談が大切であるとともに制度の正しい理解が大切です。

管理監督者は、日頃から、職員への細かな目配り、職場内での相談し易い雰囲気作

りに心がけるようにします。 

 

５ 本町における現状・課題 

女性活躍推進法における特定事業主行動計画を策定するにあたって、内閣府令（平

成２７年内閣府令第６１号）で定めるところにより下記のとおり分析を行い、改善に

取り組みます。 

 

令和元年度実績 

１ 採用した職員に占める女性職員の割合 ２２．２％ 

２ 男女の継続勤務年数の差異 ０．６％ 

３ 勤務時間の状況 

※１か月あたりの時間外勤務時間数 

男性職員１２．５時間 

女性職員８．８時間 

４ 管理的地位にある職員に占める女性職員の割合 ２３．３％ 

５ 
女性の職業生活における活躍に関する状況 

※育児休業取得率 

女性職員１００％ 

男性職員  ０％ 

 

まず、採用した職員に占める女性職員の割合について、職員採用については、これ

まで、男女の差別のない合理的な基準により選考を実施しており、今後もこの方針を

継続していきます。 

男女の継続勤務年数の差異については、離職率平均の男女差異が０．６％となって

いるため、男女の偏りは見られません。 

勤務時間の状況については、一般行政職以外の職員も含まれているため、男性職員

が多い状況となっていますが、今後も引き続き時間外勤務の縮減に努めます。 

女性管理職の割合は、２３．３％となっていますが、将来の管理職候補となる中堅

職員についてみると女性職員が上回っている状況であり、全体の職員割合は、男性職

員５６．１３％、女性職員４３．８７％（令和元年７月１日時点）と同数の割合へと

近づいています。さらに、本町における管理職の登用については、男女の隔たりなく、

本人の適正と能力のみを基準としていることから、今後も男女ともに人材育成方針に

基づき職員育成に努め、管理職への登用を図っていくこととします。 

また、令和元年度における男性職員の育児休業取得率は０％、女性職員については

１００％でした。今後も引き続き継続して、育児休業取得率の向上を目指します。 



Ⅱ 取組目標 

この計画の取組を推進するため、女性活躍推進法第１９条第３項に基づき、次のと

おり目標を設定します。 

１ 採用する職員に占める女性職員の割合 ５０％ 

２ 男女の継続勤務年数の差異の縮小の割合 １％ 

３ 勤務時間の状況 ※１か月あたりの時間外勤務時間数 前年度比１０％縮減 

４ 管理的地位にある職員に占める女性職員の割合 ４０％ 

５ 
職業生活と家庭生活との両立に資する勤務環境の整備

に関する実績 ※育児休業の取得率 

女性職員１００％ 

男性職員 ３０％ 

６ 年次有給休暇の取得 １３日/年 

 

Ⅲ 取組内容  

上で掲げた目標の達成に向けて、次に挙げる取組を実施します。 

取組項目 取組事項 

一斉定時退庁日

「ノー残業デー」

及び時間外勤務の

縮減のための取組 

・総務課は効率的な仕事に対する意識改革、職員の健康管理及び時間外勤務の縮減

のため設定している毎週水曜日の「ノー残業デー」の意義を周知徹底するため、庁

内ＷＥＢ等による喚起を行い、早期退庁を推進します。 

（実施時期：平成１７年度から継続） 

・所属長は、朝の打合わせにおいて、「ノー残業デー」を呼びかける等、職場全体

で定時退庁に係る意識の高揚を図ります。なお、勤務形態によっては「ノー残業デ

ー」を実施できない職場もあるが、所属長は効率的で計画的な事務執行体制の構築

を心掛け、勤務時間の適切な管理に努めるものとします。 

（実施時期：平成２７年度から継続） 

・職員は、「ノー残業デー」には確実に実施できるように心掛け、ワーク・ライフ・

バランス実現のきっかけとします。 

（実施時期：平成２７年度から継続） 

・所属長は、時間とコストを念頭に置いた事務のマネジメントを実践し、効率的な

事務の執行による時間外勤務の縮減に努めます。 

（実施時期：平成１７年度から継続） 

・所属長は、資料作成を最小限にとどめるなど、業務に係る指示を的確に行うよう

に努め、職員の負担を軽減するよう努めます。 

（実施時期：平成２７年度から継続） 

・職員は、業務を効率的に執行する方法として業務の優先順位を常に意識した業務

計画を作成するなど、一人ひとりが時間外勤務の縮減に対し、高い意識をもって業

務に従事するように努めます。 

（実施時期：平成２７年度から継続） 

・小学校就学始期に達するまでの子どもを育てる職員に対して、職業生活と家庭生

活の両立を支援するための、深夜勤務及び時間外勤務を制限する制度について周知



徹底を図ります。 

（実施時期：平成１７年度から継続） 

女性管理職の育成 ・女性管理職の増加は、女性ならではの視点による住民サービスの向上につなが

り、女性が活躍する職場、女性が働きやすい環境は、男性も働きやすい環境である

等、その意義の周知徹底を図ります。 

（実施時期：令和２年度から新規） 

・女性管理職の育成を集中的に行うことを庁舎内に周知し、職場で十分な成長機

会を与えられているかをチェックするなど手厚いサポートを行います。 

（実施時期：令和２年度から新規） 

・女性職員向けのセミナーを開催し、年齢層別、育児者などで集まる機会を作り、

情報交換を行うなどネットワーク構築のための活動を行います。 

（実施時期：令和２年度から新規） 

・管理職になることへの不安払拭のため、所属長は、女性管理職の仕事や生活の状

況を定期的にヒアリングし、サポートの必要がないかを確認します。 

（実施時期：令和２年度から新規） 

・管理職になった後のフォロー体制を構築するため、所属長と定期的にミーティン

グを行い、新任の女性管理職をフォローする体制を整備します。 

（実施時期：令和２年度から新規） 

諸制度の周知徹底

と意識の啓発 

・母性保護、育児休業、休暇、時間外勤務の制限などをまとめた「職員の出産・育

児に関する事務手続の手引き」により各種制度の周知徹底を図ります。 

（実施時期：平成１７年度から継続） 

・新規採用職員説明会時に各種制度の基本的事項の周知を図ります。 

（実施時期：平成２２年度から継続） 

・所属長は、自分自身も各種制度等の内容を十分に理解するとともに、所属職員に

対し、適切なアドバイスができるように努めます。 

（実施時期：平成２７年度から継続） 

妊娠中及び子育て

中の職員に対する

配慮 

・母性保護及び母性健康管理の観点から設けられている特別休暇等の制度につい

て周知徹底を図ります。 

（実施時期：平成１７年度から継続） 

・出産費用の給付等の経済的支援措置について周知徹底を図ります。 

（実施時期：平成１７年度から継続） 

・妊娠中の職員の健康や安全に配慮し、必要に応じて、業務分担の見直しを行いま

す。 

（実施時期：平成１７年度から継続） 

・妊娠中の職員に対しては、本人の希望に応じて、時間外勤務を原則として命じな

いこととします。 

（実施時期：平成２２年度から継続） 

・母親になることが分かったら、できるだけ早く（遅くとも出産予定日のおおよそ

５か月前までに）育児をするようになることを、人事担当、所属長に申し出ること

とします。※母性保護、育児休業、休暇などの各種制度の活用のため、人事上の配



慮のためにも必要（実施時期：平成２２年度から継続） 

男性の子育て目的

の休暇等の取得の

促進 

・各任命権者は、子どもの出生時における父親の特別休暇制度の周知及び年次有給

休暇の取得を促進し、合わせて５日間程度の休暇を取得できるよう促進します。 

（実施時期：平成１７年度から継続） 

・父親となる職員が休暇を取得しやすい環境をつくるため、職場において必要に応

じた臨時の応援体制をつくるよう努めます。 

（実施時期：平成２２年度から継続） 

・父親になることが分かったら、できるだけ早く（遅くとも出産予定日のおおよそ

５か月前までに）育児をするようになることを、人事担当、所属長に申し出ること

とします。 

※育児休業、休暇などの各種制度の活用のため、人事上の配慮のためにも必要 

（実施時期：平成２２年度から継続） 

育児休業等を取得

しやすい職場環境

の整備等 

・男性の育児休業等の取得を推進します。 

（実施時期：平成１７年度から継続） 

・育児休業等の取得手続や経済的な支援等についての情報を提供します。 

（実施時期：平成１７年度から継続） 

・妊娠を申し出た職員に対する個別説明をします。 

（実施時期：平成１７年度から継続） 

・３歳未満の子を養育する男性職員を対象に、既存の休暇制度等を利用した育児へ

の参加を推進します。 

（実施時期：平成１７年度から継続） 

・育児休業等の取得の申出があった場合でも業務に支障が生じることがないよう

に、日頃から日常業務配分の適正管理に努めます。 

（実施時期：平成１７年度から継続） 

・課長会議等の場において、育児休業等の趣旨を徹底させ、職場の意識改革を行い

ます。 

（実施時期：平成２２年度から継続） 

・所属長は、育児休業中の職員に対し、休業期間中の関係情報の提供その他職場復

帰に向けた支援に努めます。 

（実施時期：平成１７年度から継続） 

・育児休業中の職員は、積極的に職場に電話等での連絡や町のホームページを見る

などして、業務の状況の把握に努めることとします。 

（実施時期：平成２２年度から継続） 

・所属長は、必要に応じて復職時におけるＯＪＴ研修を積極的に実施します。 

（実施時期：平成２２年度から継続） 

・所属長は、課内の人員配置や業務分担の見直し等によっても育児休業中の職員の

業務を遂行することが困難なときは、任命権者に対して臨時的任用制度の活用によ

る代替要員の配置を要請し、任命権者は、その確保に努めます。 

（実施時期：平成１７年度から継続） 

・早出、遅出勤務又は時差出勤を行っている職場においては、保育園送迎等を行う



職員に配慮して勤務時間を割り振ります。 

（実施時期：平成１７年度から継続） 

休暇の取得の促進 

 

・所属長は、所属職員が計画的に年次有給休暇を取得できるよう事務処理の相互応

援体制を整備するとともに、所属職員の年次有給休暇の取得状況を把握し、計画的

な年次有給休暇の取得を指導します。 

（実施時期：平成１７年度から継続） 

・所属長は、やむを得ない場合を除き、職員が子どもの学校行事への出席等、子育

てに関連した年次休暇の申し出をした時は、積極的に取得させるように努めます。 

（実施時期：平成２７年度から継続） 

・年次有給休暇の取得日数が低い職員は、年間の年次有給休暇取得目標日数を設

定するなど計画的な取得に努めます。 

（実施時期：平成１７年度から継続） 

・月曜日又は金曜日と週休日を組み合わせた年次休暇を取得する「ハッピーマン

デー」、「ハッピーフライデー」の促進を図ることとし、休暇を取得しやすくするた

め、会議等の開催を自粛します。 

（実施時期：平成２２年度から継続） 

・国民の祝日や夏季休暇とあわせた年次有給休暇の取得を促進します。 

（実施時期：平成１７年度から継続） 

・勤続１０周年等の節目に、年次有給休暇を利用した１週間以上のメモリアル休暇

の取得を促進します。 

（実施時期：平成２２年度から継続） 

・職員やその家族の誕生日、結婚記念日等の家族の記念日における年次有給休暇の 

取得を促進します。 

（実施時期：平成２２年度から継続） 

・ゴールデン・ウィークやお盆期間における公式会議を自粛します。 

（実施時期：平成１７年度から継続） 

・子どもの看護休暇等の特別休暇を周知するとともに、その取得を希望するすべて

の職員に対して、取得できる雰囲気の醸成を図ります。 

（実施時期：平成１７年度から継続） 

職場優先の環境や

固定的な性別役割

分担意識等の是正

のための取組 

・各任命権者は、職場優先の環境や固定的な性別役割分担意識にとらわれず、男女

が協力して子育てを行うなどの男女共同参画意識の向上を図るため、積極的な情報

提供や意識啓発を行います。 

（実施時期：平成２５年度から継続） 

・各任命権者は、ハラスメントの防止について職員に周知徹底するとともに、所属

長に対し、日頃から所属職員に注意喚起を促すよう指導します。 

（実施時期：平成１７年度から継続） 

・固定的な意識の是正のためハラスメント防止に係る研修を実施します。 

（実施時期：令和２年度から新規） 

 



Ⅳ まとめ 

 この特定事業主行動計画を実施することによって、職員一人ひとりが自身の働き方

について見直すきっかけとなり、お互いに支え合うことの重要性を強く認識し、地域

社会においても次世代を担う子どもたちが健やかに成長できる環境が形成され、職員

それぞれのワーク・ライフ・バランスが実現されることを期待します。 

 


